
政府税制調査会（政府税調）は6月30日、「わが国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制

のあり方―」と題する中期答申を公表した[i]。個人所得税、法人税、資産課税、消費税、国際課税

などを網羅し、これまでの議論の経緯や残された課題などを広範囲にわたって述べた、261ページに

上る報告書で、税制を研究する者にとって貴重な資料となるだけでなく、国⺠が税制を自分事とし

て考える上で貴重な材料となる。以下、個別に筆者の関心事項について見ていきたい。

１.税制の機能は公共サービスに必要な財源の調達　

最初に、今日のわが国財政が大幅赤字に陥っている点への認識と税制の対応という問題である。
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答申は、「我が国の場合は、諸外国に比べ、給付と負担のバランスが不均衡の状態に陥っています。

他方、国⺠負担率に財政赤字の要素を追加した潜在的国⺠負担率は、令和５（2023）年度では

53.9％の見込みとなっており、福祉国家として名高いスウェーデンと同程度の水準です。つまり、

我が国の場合は、 負担を将来世代に先送りしながら、（その負担に比して）過大な水準の受益を享

受していることになります。」として、租税の財源調達機能が十分に果たせていないことを指摘して

いる。

さらに、「租税原則について、租税の『十分性』の原則が、公平・中立・簡素の3原則と並んで重要

なものと位置付けるべきだ」とした。その根拠として、「現在世代と将来世代との世代を超えたバ

ランス」を挙げ、次の世代が、現世代から引き継いだ膨大な財政赤字の返済に追われるのではなく、

「自ら税金をどう使うか」という選択肢を持てることを理由として挙げている。 

少子化対策では、現役世代の負担について焦点が当たっているが、「これから生まれてくるこど

も」の負担も考える必要があるという視点は重要だ。代弁者のいない将来世代の利害（自ら税金を

使う権利）を政策にどのように反映させるのかは、今後の大きな課題である。

いずれにしても、税制の最大の機能・役割である公共サービスに必要な財源を調達する機能が大き

く低下しており、それを回復させることがわが国税制の最大の課題だ。 

２.個人所得課税について

所得税での注目は、いわゆる「一億円の壁」についての対応である。

答申は、「令和５年度税制改正においては、NISA制度の抜本的拡充や保有する株式を売却してスタ

ートアップへ再投資する場合の優遇税制とあわせ、『一億円の壁』と指摘される状況に対し、『極

めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置』が導入され、税負担の公平性の確保が一定程度図

られました。」としつつ、「今後とも、税務データを有効に活用し、令和５年度税制改正において

講じられた各種措置の影響も含め、総合課税分と分離課税分を統合した形で所得税負担率の分布状

況を分析していくことが求められます。」としている。　

令和5年度改正で、所得が30億円を超える高額所得者に最低22.5％の税負担を求める税制が導入さ

れたが、改正による対象は300人と言われており、極めて限定的なものである。答申の表現は、将来

の改正に含みを残したものと期待したい。

この点で注目されるのは、中央大学法学部の國枝繁樹教授が公表している、国税庁の税務データを

利用した研究成果「日本の所得税制に関する税務データに基づく分析の意義」（税務大学校ディス

カッションペーパー）である。

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kyodokenkyu/kohyo/pdf/230100-01ST.pdf


国税庁が申告所得税データを匿名化し、研究者に利用を認めた上での研究成果であるが、「我が国の

2020年の高額所得者の所得分布のパレート係数の推計値は、過去の水準よりも大幅に低い1.45程度

となっているが、これは、超高額所得者への所得集中が、資本所得を中心に進んだことを示してい

る。」としている。

NISAの大幅拡充の恩恵が高所得者に偏るので、今後ともさらに所得の集中は進む可能性もあり、デ

ータに基づいた客観的な議論を行い、金融（資本）所得課税をさらに強化することには十分な理由

がある。 

次に、答申は、「働き方の多様化、世帯構成の変化などに対応した中立的な制度の構築が求められ

ます。」とし、退職金課税について「現行の課税の仕組みは、勤続年数が⻑いほど厚く支給される

退職金の支給形態を反映したものとなっていますが、近年は、支給形態や労働市場における様々な

動向に応じて、税制上も対応を検討する必要が生じてきています。」と検討の方向性を打ち出してい

る。筆者は、より踏み込んで、役目を終えている配偶者控除や配偶者特別控除などを廃止の方向で見

直すというメッセージが必要ではなかったかと考える。

3.法人税について　

法人税については、本年、国際的な税の引き下げ競争を防止するための国内法制が整備された。来

年度に向けての課題としては、租税特別措置の整理・統合が課題になる。 

答申は、「法人税の租税特別措置は、一般的に、特定の者の負担を軽減することで、特定の政策目

的を達成することを目指し、講じられています。こうした政策税制は、租税の公平原則や中立原則の

大きな例外となっています。例えば、減収額が最大である研究開発税制は、その恩恵を享受するのは

全納税法人約109万社のうち１万社程度であり、業種別では適用額の80％が製造業に集中し、サー

ビス産業の適用は少なくなっています。」と記述している。 

「期限到来時には、必要性や有効性を検証の上、廃止を含めてゼロベースで見直す必要がありま

す。」「今一度、租税原則の原点に立ち返り、その要否を含め、租税特別措置のあり方を検討する必

要があります。」「EBPM(証拠に基づく政策立案)による適切なデータを用いた効果検証を踏まえ、

制度のあり方を不断に見直す必要があります。」と強い調子で繰り返し租税特別措置の見直しを訴え

ている。 

一方、米国では、「財源確保策として年間利益が10億ドル超の大企業に対する 15％の最低課税や自

社株買いに対する１％の課税等を行い」（答申）、法人に対する負担増を求めた上で、自国法人の

競争力を高めるための租税優遇措置を大規模に活用した「バイデノミクス」税制を打ち出してい

る。 



具体的には、「インフラ投資雇用法」や「インフレ抑制法（IRA法）」、「半導体・科学技術法

（CHIPS法）」により投資の米国回帰を図るための一連の税額控除で、イエレン財務⻑官の言う

「現代サプライサイド経済学（MSSE）」に基づく政策だ。 

わが国でも「新しい資本主義」のもと、グリーントランスフォーメーション（GX）、デジタルトラ

ンスフォーメーション（DX）等の加速化やスタートアップの支援策が目玉となっている。 

来年度税制改正では、「イノベーションボックス税制」が議論になる。この税制は、特許等の知的

財産から生じる所得に優遇税率を適用し、わが国の研究開発拠点としての立地競争力の強化やイノ

ベーションの促進を目的にするものである。

出所：経済産業省「我が国の⺠間企業によるイノベーション投資促進に関する研究会」 

この税制については、欧州各国で、自国だけでなく外国由来の特許から生じる所得に対して優遇税

率を適用した国があったことから、2015年のBEPS（税源浸食と利益移転）最終報告書で、そのよ

うな有害税制部分を除外した「実質的な活動基準」（国内で自らが行う研究開発）が合意された。 

その後各国への導入が進み、欧州諸国だけでなく、シンガポールやオーストラリアなどのアジア諸

国でも検討や導入が進められている。米国には、内国法人が米国以外の国で獲得した一定の所得に

ついて所得控除を認めるFDII（Foreign Derived Intangible Income）という似た税制がある。 

この税制のわが国への導入が議論となるが、先述の租税特別措置に対する厳しい記述から見てどう

議論が展開するのだろうか。 



わが国では、知財開発の「インプット」といえる研究開発投資に対して、多種多様で手厚い優遇税

制が張り巡らされてきた。6,500億円（令和3年度）という巨額の減収額となっている。 

その上、研究開発の成功した「アウトプット」である所得にも優遇税制をということになれば、税

制優遇が過剰にならないよう、双方の役割分担を整理する必要がある。また、OECDで合意され、本

年わが国に導入された15％のグローバル・ミニマム法人税との関係も議論する必要がある。さら

に、減税の恩恵が一部の企業に偏らないようにする工夫も必要となる。 

対象となる所得をどのように切り出して計算するのか、ライセンス所得だけか譲渡所得も含むのかな

どの具体的な議論も必要となる。バラマキ減税にならないように効果的な租特に整理・集約化して

いくことが求められる。

４.消費税と政府税調の発信について

 最後に消費税への記述と政府税調の発信について。答申は、「日本の社会保障制度においては、社

会保険制度が基本であり、それを賄う財源は、原則、社会保険料となりますが、 それを補完する財

源としては、特定の世代に偏らず幅広い国⺠が負担を分かち合うことができ、税収の変動が少ない

消費税がふさわしいものと言えます。更なる増加が見込まれる社会保障給付を安定的に支える観点か

らも、消費税が果たす役割は今後とも重要です。また、経済のグローバル化・デジタル化が進展する

中、国内外の経済主体の競争条件に中立的であるとの消費税の特徴は、その意義を増してきている

と考えられます。」と記述している。 

この点について新聞各紙の社説は、「政府税調まで消費税議論から逃げるのか」（日経新聞）、

「弱まる『警鐘』の役割」（朝日新聞）、「政府税調の答申　負担先送りは看板倒れだ」（毎日新

聞）、「政府税調の答申　議論を喚起し改革を促せ」（産経新聞）などと厳しいものとなってい

る。 

総理の諮問機関である政府税調の答申に、中⻑期のあるべき税制の姿（消費税の姿など）を具体的

に書き込むには、官邸や党の（ある程度の）了解をとる必要があり、それには莫大なエネルギーが

かかる上、反発を受け逆効果になるリスクもある。答申に書いたとしても、実行するのは政治の判

断である。そこでどうしても抽象的な表現にならざるを得ない、というのが現実の姿だ。 

一方、かつて政府税調会⻑を務めた加藤寛氏や石弘光氏は、政治への忖度なく自らの意見を世間に

発信した。加藤氏は財務省の意向とは異なっていることも多かったが、国⺠目線での発信が多く、

税制議論の活性化がはかられた。 
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https://www.sankei.com/article/20230704-RHZAOA3JUBLRRFGEADUCFCGAQA/


他方、石氏は、財政健全化のための税制を重視し、世の中に財政改革の必要性を発信し続けた。結

果として、安倍元総理によって交代させられることになるのだが、その発信は、社会保障・税一体

改革につながる貴重なものであった。 

このように、政府税調の発信力を引上げ、税制議論を活性化させるには、自らの信念をもって、政

治に忖度なく世に問いかける覚悟を持った税制調査会会⻑が必要ではないか。夏以降の会⻑人事を

期待したい。

[i] 「わが国税制の現状と課題 ―令和時代の構造変化と税制のあり方―」（令和5年6月）

税制調査会　第27回　答申 (cao.go.jp)

研究分野・主な関心領域

租税政策 / 財政政策 / 地方財政

研究プログラム

【2021年度終了】アーカイブ 税・ 社会保障一体改革 ― 消費増税を巡る経緯と重要資料 ― / 
 / 

 / 

森信 茂樹
研究主幹

【2022年度
終了】税・社会保障一体改革のグランドデザイン　全世代型社会保障改革とその検証 デジタル経済と国

際課税 税・社会保障一体改革のグランドデザイン　全世代型社会保障改革とその検証Ⅱ

https://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/5zen27kai_toshin.pdf
https://www.tkfd.or.jp/programs/detail.php?u_id=15
https://www.tkfd.or.jp/experts/detail.php?id=8
https://www.tkfd.or.jp/experts/detail.php?id=8
https://www.tkfd.or.jp/programs/detail.php?u_id=16
https://www.tkfd.or.jp/programs/detail.php?u_id=21
https://www.tkfd.or.jp/programs/detail.php?u_id=61

